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議第６号 

橿原市行政不服審査法施行条例の制定について 

 橿原市行政不服審査法施行条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

橿原市長 森下 豊  

橿原市行政不服審査法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）

の施行について、他の法令又は条例に定めるもののほか、法の施行について必要な事項

を定めるものとする。 

（弁明書の提出） 

第２条 処分庁（法第４条第１号に規定する処分庁をいう。）は、次に掲げる書面を保有

する場合には、法第２９条第３項第１号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。 

（１）橿原市行政手続条例（平成８年橿原市条例第２８号）第２４条第１項の調書及び同

条第３項の報告書 

（２）橿原市行政手続条例第２７条第１項に規定する弁明書 

（手数料の額等） 

第３条 法第３８条第６項の規定により読み替えて適用する同条第４項の規定により納め

なければならない手数料（以下「手数料」という。）の額は、次の各号に掲げる交付の

方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）交付に係る法第３８条第１項に規定する書面若しくは書類（以下この号において「対

象書面等」という。）の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙

の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は交付に係る同項

に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項

を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙（日本

工業規格Ａ列３番までの大きさの用紙をいう。以下この条において同じ。）１枚につ

き１０円（カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、５０円）。この場合

において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚として手数

料の額を算定する。 

（２）行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１
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号）第４条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する交付 前

号に掲げる交付の方法（用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。）によって

するとしたならば、複写され、又は出力される用紙１枚につき１０円 

２ 手数料は、法第３８条第１項の規定による交付を受ける前までに納付しなければなら

ない。 

３ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

（手数料の減免） 

第４条 審理員（法第９条第１項の規定により指名された者をいう。以下同じ。）は、法

第３８条第１項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人（以下この条及び第１

７条において「審査請求人等」という。）が経済的困難により手数料を納付する資力が

ないと認めるときは、市長が規則で定める額を限度として、手数料を減額し、又は免除

することができる。 

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第３８条第１項の規定に

よる交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書

面を審理員に提出しなければならない。 

３ 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条

第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受け

ていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証

明する書面を、それぞれ添付しなければならない。 

（手数料の額等及び減免に関する規定の準用） 

第５条 前２条の規定は、法第９条第３項の規定により読み替えて適用する法第３８条第

１項（他の法令において準用する場合を含む。）及び法第８１条第３項の規定により読

み替えて準用する法第７８条第１項の規定による交付について準用する。 

（橿原市行政不服審査会） 

第６条 法第８１条第１項の規定により設置する機関の名称は、橿原市行政不服審査会（以

下「審査会」という。）とする。 

２ 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、他の条例の

規定による諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議する。 

（組織） 
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第７条 審査会は、委員５人をもって組織する。 

（委員） 

第８条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、

法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職

務を行うものとする。 

５ 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職

務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷

免することができる。 

６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

７ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をし

てはならない。 

（会長） 

第９条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（専門委員） 

第１０条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解

任されるものとする。 

４ 第８条第５項から第７項まで及び次条第４項の規定は、専門委員について準用する。 

（会議） 

第１１条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
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４ 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 

５ 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

（調査審議の手続の併合又は分離） 

第１２条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を

併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。 

２ 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したと

きは、審査関係人（法第８１条第３項において準用する法第７４条に規定する審査関係

人をいう。）にその旨を通知しなければならない。 

（調査審議の手続の準用） 

第１３条 法第５章第１節第２款の規定は、他の条例の規定による諮問に係る調査審議に

ついて準用する。 

（その他審査会の組織及び運営に関する事項） 

第１４条 第６条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要

な事項は、別に定める。 

（交付の求め） 

第１５条 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付の求め

は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 

（１）交付に係る法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項に規定する主張書

面若しくは資料（以下「対象主張書面等」という。）又は交付に係る法第８１条第３

項において準用する法第７８条第１項に規定する電磁的記録（以下「対象電磁的記録」

という。）を特定するに足りる事項 

（２）対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法（次条各号に掲げる

交付の方法をいう。） 

（３）対象主張書面等又は対象電磁的記録について第１７条に規定する送付による交付を

求める場合にあっては、その旨 

（交付の方法） 

第１６条 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付は、次

の各号のいずれかの方法によってする。 

（１）対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙

の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 
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（２）対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用

紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 

（３）行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第４条第１項の規定により

同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 

（送付による交付） 

第１７条 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付を受け 

る審査請求人等は、第５条において準用する第３条の規定により納付しなければならな

い手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記

録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の際、現に行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関

する条例（平成２８年橿原市条例第 号。以下「整備条例」という。）第１条の規定に

よる改正前の橿原市情報公開条例（平成１０年橿原市条例第１５号）第１７条第４項の

規定により橿原市情報公開審査会の委員として委嘱されている者及び整備条例第２条の

規定による改正前の橿原市個人情報保護条例（平成１１年橿原市条例第１７号）第３５

条第３項の規定により橿原市個人情報保護審査会の委員として委嘱されている者は、こ

の条例第８条第１項の規定により橿原市行政不服審査会の委員として任命された者とみ

なす。この場合において、当該委員の任期は、この条例第８条第２項の規定にかかわら

ず、平成２９年６月３０日までとする。 

 

 

理由 行政不服審査法の全部改正に伴い、同法の規定により設置する橿原市行政不服審査

会の組織及び運営に必要な事項及び審理員等へ提出された資料の写し等の交付に係る

手数料の額等について定めるもの 
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議第７号 

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

 行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。 

平成２８年３月３日提出 

橿原市長 森下 豊 

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

（橿原市情報公開条例の一部改正） 

第１条 橿原市情報公開条例（平成１０年橿原市条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第３章を次のように改める。 

    第３章 審査請求 

  （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

 第１６条 公開等決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

（審査請求に関する手続） 

第１７条 前条の審査請求に対する裁決をすべき実施機関（以下「審査庁」という。）

は、当該審査請求について、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適

用する同法第４１条第３項の規定により審理手続を終結した旨を通知したときは、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、橿原市行政不服審査法施行条例（平成２８

年橿原市条例第 号）第６条第１項の橿原市行政不服審査会（以下「審査会」という。）

に諮問しなければならない。 

（１）審査請求人から、審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている場合（参加

人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）から、

審査会に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。） 

（２）審査請求が不適法であり、却下する場合 

（３）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開す

ることとする場合（第１２条第１項又は第２項に定める手続において、当該行政文

書の公開に反対の意思表示がされている場合を除く。） 
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２ 前項の規定により諮問をした審査庁は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨

を通知するとともに、諮問書の写しを送付するものとする。 

（１）審査請求人及び参加人 

（２）公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（３）第１２条第１項又は第２項に定める手続において、当該審査請求に係る行政文書

の公開について反対の意思表示をした第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、行政文書の提示を求めるこ

とができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書

の公開を求めることができない。 

４ 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。 

５ 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、行政文書に記録されている

情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に

提出するよう求めることができる。 

６ 第１２条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について

準用する。 

（１）公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

（２）審査請求に係る公開等決定（公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定

を除く。）を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決（第三者で

ある参加人が当該行政文書の公開に反対の意思表示をしている場合に限る。） 

 （橿原市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 橿原市個人情報保護条例（平成１１年橿原市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改め、 

「第５章 個人情報保護制度運営審議会（第３６条）     「第５章 雑則（第３ 

第６章 雑則（第３７条～第４４条）        を   第６章 罰則（第４ 

第７章 罰則（第４５条～第４９条）      」     附則    

６条～第４３条） 

４条～第４８条）   に改める。 

        」 
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  第２条第５号中「市長」を「市長、議長」に、「、固定資産評価審査委員会及び議会」

を「及び固定資産評価審査委員会」に改める。 

  第７条中「第３６条に規定する橿原市個人情報保護制度運営審議会」を「橿原市執行

機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）別表の橿原市情報公開・

個人情報保護制度運営審議会」に改める。 

  第２２条中「以下この条」の次に「並びに第３５条第１項、第２項及び第６項」を加

える。 

  第４章を次のように改める。 

    第４章 審査請求 

  （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第３４条 開示等決定、訂正等決定若しくは利用停止等決定又は開示請求、訂正請求若

しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

（審査請求に関する手続） 

第３５条 前条の審査請求に対する裁決をすべき実施機関（以下「審査庁」という。）

は、当該審査請求について、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適

用する同法第４１条第３項の規定により審理手続を終結した旨を通知したときは、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、橿原市行政不服審査法施行条例（平成２８

年橿原市条例第 号）第６条第１項の橿原市行政不服審査会（以下「審査会」という。）

に諮問しなければならない。 

（１）審査請求人から、審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている場合（参加

人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）から、

審査会に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。） 

（２）審査請求が不適法であり、却下する場合 

（３）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開

示することとする場合（当該保有個人情報の開示について第２２条第１項又は第２

項に定める手続において、第三者に関する情報の開示に反対の意思表示がされてい

る場合を除く。） 

（４）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をす

ることとする場合 
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（５）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止

をすることとする場合 

２ 前項の規定により諮問をした審査庁は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨

を通知するとともに、諮問書の写しを送付するものとする。 

（１）審査請求人及び参加人 

（２）開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加

人である場合を除く。） 

（３）第２２条第１項又は第２項に定める手続において、当該審査請求に係る保有個人

情報の開示について反対の意思表示をした第三者（当該第三者が審査請求人又は参

加人である場合を除く。） 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、保有個人情報の提示を求め

ることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有

個人情報の開示を求めることができない。 

４ 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。 

５ 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、保有個人情報に含まれてい

る情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会

に提出するよう求めることができる。 

６ 第２２条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について

準用する。 

（１）開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

（２）審査請求に係る開示等決定（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の

決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第

三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思表示をしている場

合に限る。） 

  第５章を削る。 

  第６章中第３７条を第３６条とし、第３８条から第４４条までを１条づつ繰り上げ、

同章を第５章とする。 

  第７章中第４５条を第４４条とし、第４６条から第４９条までを１条づつ繰り上げ、

同章を第６章とする。 
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 （橿原市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 橿原市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成２７年橿原市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第４５条」を「第４４条」に改める。 

 （橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正） 

第４条 橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一

部を次のように改正する。 

  別表市長の部橿原市行政改革推進委員会の項の次に次のように加える。 

橿原市情報公開・個人

情報保護制度運営審

議会 

情報公開制度及び個人情報保護制度の運営

全般に関する重要事項についての調査審議

に関する事務 

１０人以内 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原

市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の２第１項中「別表８８及び８９の項に掲げる職員」を「別表２及び３の部の

職員」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ 橿原市教育委員会の委員 月額 ８６，０００ 副市長相当額 

橿原市選挙管理委員会の委員 
委員長 日額 １７，０００ 〃 

委員 〃  １３，１００ 〃 

橿原市公平委員会の委員 
委員長 日額 １２，９００ 〃 

委員 〃  １１，９００ 〃 

橿原市監査委員 

識見を有する者のうちから選任さ

れた監査委員 
月額 １１６，０００ 〃 

議会の議員のうちから選任された

監査委員 
日額 １７，５００ 〃 

橿原市農業委員会の委員 

会長 
月額 １８，６００ 

日額 １１，３００ 
〃 

委員 
月額 １４，０００ 

日額 １０，０００ 
〃 

橿原市固定資産評価審査委員会の委員 日額 １２，９００ 〃 

選挙長 
選挙又は投票１回につき

繰上補充により当選人を

一般職８級相

当額 
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定めるための選挙会１回

につき １６，０００ 

投票所の投票管理者 
選挙又は投票１回につき 

１６，０００ 
〃 

期日前投票所の投票管理者 日額 １４，０００ 〃 

開票管理者 
選挙又は投票１回につき 

１４，０００ 
〃 

投票所の投票立会人 

選挙又は投票１回につき

１４，０００円を限度とし

て、従事した時間に応じて

市長が定める金額 

〃 

期日前投票所の投票立会人 

日額１２，０００円を限度

として、従事した時間に応

じて市長が定める金額 

〃 

開票立会人及び選挙立会人 
選挙又は投票１回につき 

１２，０００ 
〃 

橿原市表彰審査委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市総合計画策定審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市行政改革推進委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市指定管理者候補者選定委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市行政不服審査会の委員及び専門委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市情報公開・個人情報保護制度運営審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

公務災害補償等認定委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

公務災害補償等審査会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市特別職報酬等審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市退職手当審査会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市公金管理対策委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市入札監視委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

大和八木駅周辺地区まちづくり検討委員会の委員 日額 ２０，０００ 〃 

橿原市市有施設再配置検討審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市教育施設再配置検討審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

幼稚園嘱託医、歯科医 年額 １２７，０００ 〃 

小学校及び中学校嘱託医、歯科医 年額 １４８，０００ 〃 

小学校、中学校及び幼稚園薬剤師 年額 １０６，０００ 〃 

橿原市就学指導委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市学校給食運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市いじめ問題対策連絡協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市いじめ防止対策委員会

の委員 

橿原市いじめ問題対策連絡協議会

等条例（平成２６年橿原市条例第

４号）第１１条第１項第３号に規

定する所掌事務（以下「３号事務」

という。）を行う場合 

日額 ２６，０００ 〃 
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３号事務以外の所掌事務を行う場

合 
日額 １０，０００ 〃 

橿原市いじめ問題に関する第三者委員会の委員 日額 ２６，０００ 〃 

橿原市社会教育委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市公民館運営審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市昆虫館協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市図書館協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市青少年問題協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市青少年センター運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市高齢者大学校運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市スポーツ推進審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市スポーツ推進委員 年額 ３６，０００ 〃 

橿原市文化財審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市伝統的建造物群保存地区保存審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市福祉事務所嘱託医 日額 ２８，０００ 〃 

橿原市人権審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市男女共同参画審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市飛騨コミュニティセンター運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市大久保コミュニティセンター運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市民生委員推薦会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市地域福祉推進計画策定委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市子ども・子育て会議の委員及び専門委員 日額 １０，０００ 〃 

保育所嘱託医、歯科医 年額 １２７，０００ 〃 

橿原市老人ホーム入所判定委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市高取町明日香村障害認定審査会の委員 
月額 ２０，０００ 

日額 １０，０００ 
〃 

橿原市障がい福祉計画策定委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市地域包括支援センター運営協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市国民健康保険運営協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市介護保険運営協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市高取町明日香村介護認定審査会の委員 
月額 ２０，０００ 

日額 １０，０００ 
〃 

橿原市介護保険事業計画等策定委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市環境審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市休日夜間応急診療所運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市二次救急医療運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原地区救急医療協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市母子保健推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市予防接種健康被害等調査委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 
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橿原市成人保健推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市歯科保健推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市健康づくり推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

産業医 年額 １４８，０００ 〃 

橿原市廃棄物減量等推進審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営委託事業者選定委員会

の委員 
日額 １０，０００ 〃 

橿原市住居表示審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市生活安全推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市市民活動推進会議の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市農業振興地域整備推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市青年等就農計画認定審査会の委員 日額 １０，０００ 〃 

消費生活センター相談員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市社会資本総合整備計画評価委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市空き家等適正管理委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市建築審査会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市都市計画審議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

景観アドバイザー 日額 １０，０００ 〃 

橿原市消防賞じゅつ金等審査委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市防災会議の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市国民保護協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

外国語指導助手及び国際交流員 

月額３５０，０００円を限

度として市長が任命権者

と協議して別に定める額 

一般職４級相

当額 

２ 
件数や回数で報酬を支給することを常とする職員で、別に規則で

定めるもの 

日額２０，０００円を限度

として市長が任命権者と

協議して別に定める額 

〃 

３ 

前各項に掲げるもの以外の非常勤の特別職の職員 

日額１０，０００円を限度

として市長が任命権者と

協議して別に定める額 

一般職８級相

当額 

 （歴史に憩う橿原市博物館条例の一部改正） 

第６条 歴史に憩う橿原市博物館条例（平成２５年橿原市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第３条を次のように改める。 

 第３条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿 

原市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

   別表１の部中橿原市昆虫館協議会の委員の項を削り、橿原市図書館協議会の委員の

項の次に次の２項を加える。 
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歴史に憩う橿原市博物館協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市昆虫館協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

 （橿原市実費弁償条例の一部改正） 

第７条 橿原市実費弁償条例（昭和３６年橿原市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条に次の２号を加える。 

（11）行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３４条（同法第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により審理員又は審査庁の求めに応

じて出頭した者 

（12）橿原市行政不服審査法施行条例（平成２８年橿原市条例第 号）第６条第１項の

橿原市行政不服審査会の求めに応じて出頭した者 

 （橿原市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第８条 橿原市固定資産評価審査委員会条例（昭和３１年橿原市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条を第３条とする。 

第５条第２項第１号中「住所」を「住所又は居所」に改め、同項中第４号を第５号と

し、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、同号の前に次の１号を加える。 

 （２）審査の申出に係る処分の内容 

  第５条第３項中「住所」を「住所又は居所」に、「行政不服審査法（昭和３７年法律

第１６０号）第１３条第１項」を「行政不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）

第３条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、

書面でその旨を委員会に届け出なければならない。 

  第５条を第４条とし、第６条を第５条とする。 

  第７条中第３項を第４項とし、第２項ただし書を削り、同項を第３項とし、同項の前

に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

（平成１４年法律第１５１号。第１０条第１項第２号において「情報通信技術利用法」

という。）第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁

明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。 
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  第７条に次の１項を加える。 

５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなけ

ればならない。 

  第７条を第６条とし、第８条から第１０条までを１条ずつ繰り上げ、第９条の次に次

の１条を加える。 

  （手数料の額等） 

第１０条 法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）第３８条第４項の規定により納付しなければならない手数料（以

下この条及び次条において「手数料」という。）の額は、次の各号に掲げる交付の方

法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不服審査法第３８条第１

項に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若し

くはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項

を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙（日

本工業規格Ａ列３番までの大きさの用紙をいう。以下この条において同じ。）１枚

につき１０円（カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、５０円）。こ

の場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚と

して手数料の額を算定する。 

（２）法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不服審査法第３８条第１

項の規定による交付を情報通信技術利用法第４条第１項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用して行う方法 前号に掲げる交付の方法（用紙の片面に

複写し、又は出力する方法に限る。）によってするとしたならば、複写され、又は

出力される用紙１枚につき１０円 

２ 前項第１号の書面又は書類の交付を受けようとするものは、手数料のほか送付に要

する費用を納付して、その送付を求めることができる。 

３ 手数料（前項の送付に要する費用を含む。）は、法第４３３条第１１項において読

み替えて準用する行政不服審査法第３８条第１項の規定による交付を受ける前までに

納付しなければならない。 

４ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 
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  第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とする。 

  第１２条第１項中「調査の決定をする場合においては、」の次に「次に掲げる事項を

記載し、委員会が記名押印した」を加え、同項に次の４号を加える。 

 （１）主文 

（２）事案の概要 

（３）審査申出人及び市長の主張の要旨 

（４）理由 

  第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（手数料の減免） 

第１１条 委員会は、法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不服審査

法第３８条第１項の規定による交付を受ける審査申出人が経済的困難により手数料を

納付する資力がないと認めるときは、市長が規則で定める額を限度として、手数料を

減額し、又は免除することができる。 

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第４３３条第１１項にお

いて読み替えて準用する行政不服審査法第３８条第１項の規定による交付を求める際

に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出

しなければならない。 

３ 前項の書面には、審査申出人が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条

第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受

けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実

を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。 

 （橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第９条 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例（昭和３１年橿原市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

  第１３条第４項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条第１項又

は第４５条」を、「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条」に改める。 

 （橿原市税条例の一部改正） 

第１０条 橿原市税条例（昭和３１年橿原市条例第３２号）の一部を次のように改める。 

  第１９条の２第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 （橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 
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第１１条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

  第１５条の３第４項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条又は

第４５条」を、「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条」に改める。 

 （橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第１２条 橿原市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年橿原市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

  第２６条の見出しを「（審査請求）」に改め、同条中「異議申立」を「審査請求」に

改める。 

 （橿原市行政手続条例の一部改正） 

第１３条 橿原市行政手続条例（平成８年橿原市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

  第３条第１０号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。 

  第１９条第２項第４号中「前３号に規定する者であったことのある者」を「前３号に

規定する者であった者」に改める。 

 （人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１４条 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年橿原市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

  第５条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 橿原市情報公開条例第１０条第１項に規定する公開等決定又は同条例第６条第１

項に規定する公開請求に係る不作為に係る不服申立てのうち、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）附則第３条の規定により、なお従前の例によることとされるものの

手続については、第１条の規定による改正後の橿原市情報公開条例第３章の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

第３条 橿原市個人情報保護条例第２１条第１項に規定する開示等決定、同条例第２８条

第１項に規定する訂正等決定、同条例第３３条第１項に規定する利用停止等決定又は同
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条例第１５条第１項に規定する開示請求、同条例第２５条第１項に規定する訂正請求若

しくは同条例第３０条第１項に規定する利用停止請求に係る不作為に係る不服申立ての

うち、行政不服審査法附則第３条の規定により、なお従前の例によることとされるもの

の手続については、第２条の規定による改正後の橿原市個人情報保護条例第４章の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

第４条 前２条の規定により、なお従前の例によることとされる不服申立てに係る第１条

の規定による改正前の橿原市情報公開条例（以下「改正前橿原市情報公開条例」という。）

第１６条の規定による諮問又は第２条の規定による改正前の橿原市個人情報保護条例

（以下「改正前橿原市個人情報保護条例」という。）第３４条の規定による諮問は、そ

の日がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後である場合においては、橿

原市行政不服審査法施行条例（平成２８年橿原市条例第 号）第６条第１項の橿原市行

政不服審査会に対して行うものとする。 

２ 前項の諮問に当たっては、橿原市行政不服審査会を、改正前橿原市情報公開条例第１

７条の橿原市情報公開審査会又は改正前橿原市個人情報保護条例第３５条の橿原市個人

情報保護審査会とみなす。施行日より前に行われた諮問のうち同日までに答申が行われ

なかったものについても、また同様とする。 

第５条 この条例の施行の際、現に改正前橿原市個人情報保護条例第３６条第４項の規定

により個人情報保護制度運営審議会の委員として委嘱されている者は、第４条の規定に

よる改正後の橿原市執行機関の附属機関に関する条例に規定する橿原市情報公開・個人

情報保護制度運営審議会の委員として任命された者とみなす。この場合において、当該

委員の任期は、平成２８年６月３０日までとする。 

第６条 第８条の規定による改正後の橿原市固定資産評価審査委員会条例第４条第２項、

第３項及び第６項、第６条第２項、第３項及び第５項、第１０条、第１１条並びに第１

３条第１項の規定は、平成２８年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について

固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成２７年度ま

での固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査

の申出（申出期間の初日が平成２８年４月１日以後である審査の申出を除く。）につい

ては、なお従前の例による。 

 

 



14 

理由 行政不服審査法の全部改正に伴い、関係する条例の整備を行うもの 



 1 

議第８号 

   橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び橿原市の

一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び橿原市の一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊 

橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び橿原市の

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の見出し中「給与条例等」を「給与条例」に改め、同条第１項を次のように改

める。 

   橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号。以下

「給与条例」という。）第３条から第４条の２まで、第７条、第７条の２、第８条、第

８条の３、第１０条から第１２条まで、第１４条、第１４条の２、第１４条の４及び

第１６条の規定（橿原市の上下水道事業職員等の給与の種類及び基準を定める条例（平

成２７年橿原市条例第４８号。以下「水道職員給与条例」という。）第３条の規定によ

り準用される場合を含む。）は、特定任期付職員には適用しない。 

  第８条第３項中「第２条第２項及び第１４条」を「第２条第３項及び第３条」に、「第

２条第２項中」を「第２条第３項中」に改め、「、特殊勤務手当」及び「、夜間勤務手当」

を削り、「第１４条中」を「第３条中」に、「及び橿原市一般職の任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例」を「、橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例」に改める。 

  附則に次の１条を加える。 

 （平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間における給料月額に関する

特例措置） 

第５条 特定任期付職員の平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に

おける給料月額は、第７条第１項及び第２項の規定にかかわらず、これらの規定に定



 2 

める額から、その額に次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を

乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第７条第３項に規定する特定任期付職員業

績手当及び給与条例に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに橿原市の

一般職の職員の退職手当に関する条例第２条の４に規定する退職手当の基本額の算出

の基礎となる給料月額は、この限りでない。 

（１）１号給 １００分の３ 

（２）２号給及び３号給 １００分の４ 

（３）４号給から８号給まで １００分の５ 

（橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

（平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間における給料月額に関する

特例措置) 

２２ この条例の規定の適用を受ける職員の平成２８年４月１日から平成３０年３月３

１日までの間における給料の月額は、第３条、第４条及び第４条の２の規定にかかわ

らず、これらの規定に定める額から、その額に次の各号に掲げる職務の級の区分に応

じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、この条例に規定する手当の額及び

第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額（第９条の規定を適用する場合におけ

る勤務１時間当たりの給与額を除く。）の算出の基礎となる給料の月額並びに橿原市の

一般職の職員の退職手当に関する条例第２条の４に規定する退職手当の基本額の算出

の基礎となる給料の月額は、この限りでない。 

（１）１級、２級及び３級 １００分の１ 

（２）４級及び５級 １００分の２ 

（３）６級 １００分の３ 

（４）７級 １００分の４ 

（５）８級 １００分の５ 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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理由 本市の厳しい財政状況に鑑み、平成２８年４月から平成３０年３月までの間、一般

職の職員に支給する給料月額を暫定的に減額する措置を講ずるもの 
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議第９号 

   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関 

係条例の整理に関する条例の制定について 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関 

係条例の整理に関する条例 

 （橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

第３条中「別表」を「別表第１」に改める。 

第３条の２中「市長が規則で定める」を「別表第２のとおりとし、同表に掲げる職務

とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されたも

のとみなす」に改める。 

別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第２（第３条の２関係） 

職務の

級 

職務の内容 

８級 （１）危機管理監、部長、局長及び会計管理者並びに副室長、副部長及び副

局長並びに法務専門官の職務 

（２）前号に準じ、市長が特に指定する者の職務 

７級 （１）課長、所長、館長、室長及び主幹の職務 

（２）前号に準じ、市長が特に指定する者の職務 

６級 （１）課長補佐、所長補佐、館長補佐、室長補佐、統括及び副主幹の職務 

（２）前号に準じ、市長が特に指定する者の職務 

５級 （１）副統括の職務 

（２）施設長の職務 

（３）統括調整員及び統括技能員の職務 

（４）前各号に準じ、市長が特に指定する者の職務 

４級 （１）係長及び主任の職務 

（２）前号に準じ、市長が特に指定する者の職務 

３級 （１）副主任及び主査の職務 
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（２）特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

２級 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

 （橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年橿原市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

 （人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第３条 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年橿原市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「及び職員数」を削り、同条中第８号を第１１号とし、第７号を第１

０号とし、第６号を第９号とし、第５号を第７号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（８）職員の退職管理の状況 

第３条中第４号を第６号とし、第３号を第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（５）職員の休業に関する状況 

第３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）職員の人事評価の状況 

 （橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第４条 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

 （公益的法人等への橿原市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第５条 公益的法人等への橿原市職員の派遣等に関する条例（平成２０年橿原市条例第２

１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第３号中「条件附採用」を「条件付採用」に改める。 

 （橿原市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正） 

第６条 橿原市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例（平成２３年橿原市

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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理由 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の

改正を行うもの 



 

 

 

 



 

 

 

議第１０号 

橿原市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 橿原市職員の退職管理に関する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

橿原市長 森下 豊    

橿原市職員の退職管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の６第２項の

規定に基づき、同法に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （任命権者への届出） 

第２条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員で

あった者は、離職後２年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報

酬を得る場合に限る。）又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者と

なった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離

職した職又はこれに相当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なければならな

い。 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の

退職管理に関して条例を制定するもの 



 

 

 

 



 

議第１１号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に 

ついて 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

 橿原市長 森下 豊    

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正 

する条例 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年橿原市条例

第２８号）の一部を次のように改正する。 

 附則第５条第１項の表及び同条第２項の表中「０．８６」を「０．８８」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例附則第５条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の

生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の

期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期

間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお

従前の例による。 

 

 

理由 労働者災害補償保険法施行令及び地方公務員災害補償法施行令が一部改正されたこ

とに伴い、所要の改正を行うもの 



 

 

 

 



 1 

議第１２号 

かしはら元気っ子基金条例の制定について 

かしはら元気っ子基金条例を次のように定める。 

平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

かしはら元気っ子基金条例 

（設置） 

第１条 本市の教育振興に寄与することを趣旨とし、三和澱粉工業株式会社から寄附され

た指定寄附金を適正に管理するため、かしはら元気っ子基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、指定寄附金及び橿原市一般会計歳入歳出予算（以下

「予算」という。）で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

（繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

２ 前項の利率は、市が借入れする長期債に準じ市長の定める率とする。 

（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第６条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その全部又は一部を予算の定め

るところにより処分することができる。 

（１）市立学校の校舎その他の施設及び設備の整備事業に要する経費の財源に充てるとき。 

（２）その他教育振興のため必要な事業に要する経費の財源に充てるとき。 

（委任） 
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第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 本市の教育振興の寄与を趣旨として三和澱粉工業株式会社から寄附された指定寄附

金を適正に管理するための基金を設置するもの 



 

 

議第１３号 

   橿原市学校給食共同調理場条例の一部改正について 

 橿原市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例 

 橿原市学校給食共同調理場条例（平成１４年橿原市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次

に次の１号を加える。 

（２）新沢小学校 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 白橿共同調理場で給食調理等を行う学校を新たに１校加えるため、所要の改正を行

うもの 
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議第１４号 

   橿原市再生可能エネルギー設備維持管理基金条例の制定について 

 橿原市再生可能エネルギー設備維持管理基金条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊      

   橿原市再生可能エネルギー設備維持管理基金条例 

 （設置） 

第１条 奈良県公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金を活用して設置する再生可

能エネルギー設備（以下「設備」という。）の維持管理に必要な経費に充てるため、橿原

市再生可能エネルギー設備維持管理基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、橿原市一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

２ 前項の利率は、市が借入れする長期債に準じ市長の定める率とする。 

 （運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 

 （処分） 

第６条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を予算の

定めるところにより処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定

める。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 リサイクル館かしはらに設置する太陽光発電システム及びリチウムイオン蓄電池に

より得られた余剰電力を売電し、当該売電収入を管理し、設備の維持管理の財源に充

てるための基金を設置するもの 

 



 

 

議第１５号 

   橿原市立保育所設置条例の一部改正について 

 橿原市立保育所設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

 橿原市立保育所設置条例（昭和３１年橿原市条例第６３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条第２項の表川西保育所の項中「８０人」を「１１０人」に、同表今井保育所の項

中「１５０人」を「２２０人」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 連続する過去の２年度間常に定員を超え、かつ、各年度の年間平均在所率が１２０

パーセント以上となった保育所について、定員を見直すため、所要の改正を行うもの 
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議第１６号 

橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

 橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年橿原市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の４項を加える。 

 （小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） 

６ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第２７条

第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、

当分の間、第３１条第２項各号又は第４６条第２項各号に定める数の合計数が１となる

ときは、第３１条第２項又は第４６条第２項に規定する保育士の数は１人以上とするこ

とができる。ただし、配置される保育士の数が１人となるときは、当該保育士に加えて、

保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。 

７ 前項の事情に鑑み、当分の間、第３１条第２項又は第４６条第２項に規定する保育士

の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状（教

育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。）

を有する者を、保育士とみなすことができる。 

８ 附則第６項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小規模保育

事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この項において「小規模保育事業所

Ａ型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保

育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超え

るときは、第３１条第２項又は第４６条第２項に規定する保育士の数の算定については、

保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要とな

る保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引
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いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

９ 前２項の規定を適用するときは、保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受けた者

をいい、第３１条第３項若しくは第４６条第３項又は前２項の規定により保育士とみな

される者を除く。）を、保育士の数（前２項の規定の適用がないとした場合の第３１条第

２項又は第４６条第２項により算定されるものをいう。）の３分の２以上、置かなければ

ならない。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うも

の 



 

 

議第１７号 

   橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部改正について 

 橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 橿原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

橿原市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項第４号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準の一部が改正されたため、所要の改正を行うもの 



 

 

 

 



 

議第１８号 

   橿原市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 橿原市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 橿原市子ども医療費の助成に関する条例（昭和４８年橿原市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条第１項中「（就学児に係る入院以外の給付等を除く。）」を削る。 

附 則 

  この条例は、平成２８年８月１日から施行する。 

 

 

理由 通院に係る医療費の助成対象者の範囲を、乳幼児から中学生までに拡大し、子育て

世帯への支援の充実を図るもの 
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議第１９号 

   橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例及び橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例及び橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例及び橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

（橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第１条 橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年橿原市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

                              「 第４節 運営 

    第３章の２ 地 

   第１節 基 

                                   第２節 人 

                                   第３節 設 

  目次中「 第４節 運営に関する基準（第５０条～第５９条）」を   第４節 運 

                                   第５節 指 

                                    第１款  

                                    第２款 

                                    第３款 

                                    第４款 
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 に関する基準（第５０条～第５９条） 

 域密着型通所介護 

 本方針（第５９条の２） 

 員に関する基準（第５９条の３・第５９条の４） 

 備に関する基準（第５９条の５） 

 営に関する基準（第５９条の６～第５９条の２０）            に改める。 

 定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準    

 この節の趣旨及び基本方針（第５９条の２１・第５９条の２２） 

 人員に関する基準（第５９条の２３・第５９条の２４） 

 設備に関する基準（第５９条の２５・第５９条の２６） 

 運営に関する基準（第５９条の２７～第５９条の３８）         」 

 第１４条中「介護支援専門員（第８２条第１０項に規定する「介護支援専門員」とい

う。）が居宅サービス計画（法第８条第２３項に規定する居宅サービス計画をいう。第

１６条において同じ。）の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の

担当者を招集して行う会議をいう。」を「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）

第１３条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。」に、「及び第６７条」を「、

第５９条の６、第５９条の２８及び第５９条の２９」に改める。 

 第１６条中「居宅サービス計画」の次に「（次条に規定する居宅サービス計画をいう。）」

を加える。 

 第１７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

 第３０条第２項及び第５４条第２項中「この章」を「この節」に改める。 

 第３章の次に次の１章を加える。 

   第３章の２ 地域密着型通所介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第５９条の２ 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護（以下「指定地

域密着型通所介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営
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むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び

機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並び

に利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５９条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地域密着型通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節までにおいて「地域密

着型通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 

（１）生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所

介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介

護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要

と認められる数 

（２）看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定地域密

着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護

職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

（３）介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護

を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当た

る者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提

供している時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して得た数が

利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者が法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に規定する第一号通所事業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条による改

正前の法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市

が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密

着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当

該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が１５人ま

での場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっては１５人を超える部分の
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数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

（４）機能訓練指導員 １以上 

２ 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員（当該指定地域密着型通所介護事業

所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が１０人以下である場合に

あっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着

型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護

職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保

されるために必要と認められる数とすることができる。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第１項

第３号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職

員。次項及び第７項において同じ。）を、常時１人以上当該指定地域密着型通所介護

に従事させなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場

合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるも

のとする。 

５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその

提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の

職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第３号に規定する第一号通所事業に係る指

定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通

所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定め

る当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごと
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に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域

密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第５９条の５ 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室

及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定

地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した

面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障

がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さ

を確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

（２）相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されている

こと。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するもの

でなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障

がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項の設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、

当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第５９条の３第１項第３号に規定する第一号通所

事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と

当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、市の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第１

項から第３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 



 6 

（心身の状況等の把握） 

第５９条の６ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を

通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第５９条の７ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該

指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域

密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密

着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密

着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

（１）利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して

行う送迎に要する費用 

（２）指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であ

って利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常

の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費

用 

（３）食事の提供に要する費用 

（４）おむつ代 

（５）前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるもの

とする。  
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５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第３項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定地域密着型通所介護の基本取扱方針） 

第５９条の８ 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１）指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが

できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状

況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

（２）指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれ

の役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

（３）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する地域密着型

通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び

その者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

（４）指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

（５）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（６）指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、

相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適

切に提供する。特に、認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）

である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供がで

きる体制を整えるものとする。 

（地域密着型通所介護計画の作成） 

第５９条の１０ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希
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望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければ

ならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該

居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際

には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介

護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

（管理者の責務） 

第５９条の１１ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所

介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の

従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定地域密着型通所介護の利用定員 

（５）指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６）通常の事業の実施地域 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

（８）緊急時等における対応方法 
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（９）非常災害対策 

（10）その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第５９条の１３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着

型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指

定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなけ

ればならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この

限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第５９条の１４ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型

通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある

場合は、この限りではない。 

（非常災害対策） 

第５９条の１５ 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第５９条の１６ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その

他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感

染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（地域との連携等） 

第５９条の１７ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に

当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員（市の区域内に指
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定地域密着型通所介護事業所が所在する場合に限る。）又は当該指定地域密着型通所

介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成され

る協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月

に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受け

るとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記

録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地

域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物

と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、

当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行う

よう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第５９条の１８ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通

所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係

る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供

により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、第５９条の５第４項の指定地域密着型通所介護

以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じ

た必要な措置を講じなければならない。 
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（記録の整備） 

第５９条の１９ 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１）地域密着型通所介護計画 

（２）次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

（３）次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（４）次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５）前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（６）第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録

を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

（１）地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎

となる記録であって、市長が定めるもの 指定地域密着型通所介護を提供した日か

ら５年間 

（２）前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から

２年間 

（準用） 

第５９条の２０ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、第

２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条及び第５３条の規定は、指

定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第５９条の１２に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密

着型通所介護従業者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関す

る基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 
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（この節の趣旨） 

第５９条の２１ 第１節から前節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護（指定地

域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、

サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第５９条の

３１に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針並び

に人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第５９条の２２ 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、そ

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並

びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業者」という。）は、

指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用し

ている訪問看護事業者（指定訪問看護事業者又は健康保険法（大正１１年法律第７０

号）第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。）

等との密接な連携に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５９条の２３ 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下「指定療養通

所介護事業所」という。）ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員

又は介護職員（以下この節において「療養通所介護従業者」という。）の員数は、利

用者の数が１．５に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当

たる療養通所介護従業者が１以上確保されるために必要と認められる数以上とする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養

通所介護の職務に従事する者でなければならない。 

（管理者） 

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事
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業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な

知識及び技能を有する者でなければならない。 

第３款 設備に関する基準 

（利用定員） 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介護事

業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限

をいう。以下この節において同じ。）を９人以下とする。 

（設備及び備品等） 

第５９条の２６ 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい

専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定

療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、６．４平方メートルに利用定員を乗じた面積以

上とする。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、

この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第５９条の３４に規定する運営規程の

概要、療養通所介護従業者勤務の体制、第５９条の３２第１項に規定する利用者ごと

に定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第５９条の３５第１項に規定する緊急時

対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用
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申込者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用

する。 

（心身の状況等の把握） 

第５９条の２８ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、

利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な

連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 

（指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第５９条の２９ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たって

は、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否につい

て、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係

る指定居宅介護支援事業に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、居宅

サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又

はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援

事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。 

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１）指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する療養通所介護計画

に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な

援助を行うものとする。 

（２）療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う
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ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解

しやすいように説明を行うものとする。 

（３）指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技

術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（４）指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提

供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との

密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に

図るものとする。 

（５）指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談

援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に

提供するものとする。 

（療養通所介護計画の作成） 

第５９条の３１ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サ

ービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（指定居宅サービス等基準第７０条第１

項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

（平成１２年厚生省令第８０号）第１７条第１項に規定する訪問看護計画書をいう。

以下この節において同じ。）が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容と

の整合を図りつつ、作成しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療

養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサ

ービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

（緊急時等の対応） 
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第５９条の３２ 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行ってい

るときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合

の対応策（以下この節において「緊急時等の対応策」という。）について利用者ごと

に検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対

して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮し

なければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに

主治の医師又は第５９条の３５第１項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用

者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用

する。 

（管理者の責務） 

第５９条の３３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の

従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等

との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分

に行わなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備

しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介

護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの

款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 
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第５９条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定療養通所介護の利用定員 

（５）指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６）通常の事業の実施地域 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

（８）非常災害対策 

（９）その他運営に関する重要事項 

（緊急時対応医療機関） 

第５９条の３５ 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。 

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し

若しくは近接していなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対

応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 

（安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第５９条の３６ 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保す

るため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門と

する者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必

要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会（次項において「委

員会」という。）を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上委員会を開催することとし、

事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、

指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方

策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じ

なければならない。 
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（記録の整備） 

第５９条の３７ 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１）療養通所介護計画 

（２）前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

（３）次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

（４）次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（５）次条において準用する第３８条の第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（６）次条において準用する第５９条の１８第２項に規定する事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（７）次条において準用する第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、助言

等の記録 

３ 指定療養通所介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該

各号に定める期間保存しなければならない。 

（１）地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎

となる記録であって、市長が定めるもの 指定療養通所介護を提供した日から５年

間 

（２）前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から

２年間 

（準用） 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第５９条の７（第３項

第２号を除く。）、第５９条の８及び第５９条の１３から第５９条の１８までの規定

は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第

５９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業

者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」と
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あるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「１２月」

と、同条第３項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」

と、第５９条の１８第４項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第５９条の２６第

４項」と読み替えるものとする。 

  第６０条中「（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）」を削る。 

  第６５条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中

「第８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

  第６７条及び第６８条を次のように改める。 

 第６７条及び第６８条 削除 

  第６９条第２項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に「（単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）」を加える。 

  第７２条を次のように改める。 

 第７２条 削除 

  第７３条第４号中「第７５条において同じ。」を削る。 

  第７４条から第７８条までを次のように改める。 

 第７４条から第７８条まで 削除 

  第７８条の２を削る。 

  第７９条第２項第５号中「前条第２項」を「次条において準用する第５９条の１８

第２項」に改め、同項に次の１号を加える。 

（６）次条において準用する第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、助

言等の記録 

  第８０条中「及び第５３条」を「、第５３条、第５９条の６、第５９条の７、第５

９条の１１及び第５９条の１３から第５９条の１８まで」に、「読み替えるものとす

る」を「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第５９条の１８第

４項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第６３条第４項」と読み替えるものとす

る」に改める。 

  第９３条第２項中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３８号）」を「指定居宅介護支援等基準」に改める。 
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  第１０５条を次のように改める。 

 第１０５条 削除 

  第１０７条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「次条において準用する第５９

条の１７第２項」に改める。 

  第１０８条中「、第７２条、第７４条及び第７７条」を「、第５９条の１１、第５

９条の１３、第５９条の１６及び第５９条の１７」に、「第７２条第２項」を「第５

９条の１１第２項」に、「第７４条第３項中「認知症対応型通所介護従業者」」を「第

５９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従業者」」に、「読み替えるものとする。」

を「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは

「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況」と読み替えるものとする。」に改める。 

  第１０９条中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。 

  第１２７条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に改

める。 

  第１２８条中「、第７２条、第７７条」を「、第５９条の１１、第５９条の１６、

第５９条の１７第１項から第４項まで」に、「、第１０４条及び第１０５条第１項か

ら第４項まで」を「及び第１０４条」に、「第７２条第２項」を「第５９条の１１第

２項」に改め、「第４節」と」の次に「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」を加え、「、第１０５条第１項中

「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同

生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数

等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。 

  第１２９条第１項中「第８条第２０項」を「第８条第２１項」に改める。 

  第１４８条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に改

める。 

  第１４９条中「、第７２条、第７６条、第７７条、第９９条及び第１０５条第１項

から第４項まで」を「、第５９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１６、第５９

条の１７第１項から第４項まで及び第９９条」に、「第７２条第２項」を「第５９条
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の１１第２項」に、「、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する

者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活

動状況」と」を「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と」に改める。 

  第１５０条第１項中「第８条第２１項」を「第８条第２２項」に改める。 

  第１５１条第１３項中「指定短期入所生活介護事業所等」の次に「、指定地域密着

型通所介護事業所」を加える。 

  第１７６条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に改

める。 

  第１７７条中「、第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで」を「、

第５９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１７第１項から第４項まで」に、「第

７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「、第１０５条第１項中「小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「、第５９条の１７第１項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」に

改める。 

  第１８９条中「、第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで」を「、

第５９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１７第１項から第４項まで」に、「第

７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「、第１０５条第１項中「小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「、第５９条の１７第１項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」に

改める。 

  第２０１条第２項第１０号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に
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改める。 

  第２０２条中「、第７２条、第７４条、第７７条」を「、第５９条の１１、第５９

条の１３、第５９条の１６、第５９条の１７」に、「及び第１００条から第１０６条

まで」を「、第１００条から第１０４条まで及び第１０６条」に、「「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第７４条第３項中「認知症対応型通所介護従

業者」とあり、並びに」を「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第２項中「この節」と

あるのは「第９章第４節」と、第５９条の１３中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるの

は「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、」に改める。 

（橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部改正） 

第２条 橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成２４年橿原市条例第３５号）の一部を次のように改正する。  

第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中「第

８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項を加える。 

   指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所が所在する市の職員（市の区域内に指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所が所在する場合に限る。）又は当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等によ

り構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、お

おむね６月に１回以上、運営推進会議に対し指定介護予防認知症対応型通所介護の活

動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要
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な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等に

ついての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

  第３９条に次の１項を加える。 

 ５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指

定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

  第４０条第２項に次の１号を加える。 

 （６）前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

  第６２条を次のように改める。 

 第６２条 削除 

  第６４条第２項第８号中「第６２条第２項」を「次条において準用する第３９条第２

項」に改める。 

  第６５条中「及び第３８条」を「から第３９条まで」に、「読み替える」を「、第３

９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介

護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況」と読み替える」に改める。 

  第８５条第２項第７号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」に改める。 

  第８６条中「第３８条」の次に「、第３９条」を加え、「第５９条、第６１条及び第

６２条」を「第５９条及び第６１条」に改め、「第３２条中「介護予防認知症対応型通

所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、」の次に「第３９条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共

同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、」を加え、

「と、第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 
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第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第２０条

第１項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則第１条第６号に掲げる規

定の施行の日の前日までに、市長が定める別段の申出を行った上で、この条例の施

行の日から橿原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（以下「指定地域密着型サービス条例」という。）第８２条第７項

に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始す

る場合は、平成３０年３月３１日までの間、指定地域密着型サービス条例第８６条

第１項に規定する宿泊室を設けないことができる。 

第３条 整備法附則第２０条第１項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則

第１条第６号に掲げる規定の施行の日の前日までに、市長が定める別段の申出を行

った上で、この条例の施行の日から橿原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「指定地域密着型介護予防サー

ビス条例」という。）第４４条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成３０年３月３１日までの間、指

定地域密着型介護予防サービス条例第４８条第１項に規定する宿泊室を設けないこ

とができる。 

 

理由 介護保険法等の改正により、地域密着型通所介護及び療養通所介護が創設され、小

規模な通所介護が地域密着型サービスへ移行することを受け、当該サービスの基準を

定めた関係条例について所要の改正を行うもの 
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議第２０号 

橿原市消費生活センター条例の制定について 

 橿原市消費生活センター条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

橿原市長 森下 豊  

橿原市消費生活センター条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号。以下「法」という。）第

１０条の２第１項の規定に基づき、消費生活センター（以下「センター」という。）の

組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 法第１０条第２項の機関としてセンターを設置し、その名称及び位置は、次のと

おりとする。 

名称 位置 

橿原市消費生活センター 橿原市内膳町１丁目６番８号 

（職員） 

第３条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。 

（消費生活センター相談員） 

第４条 法第８条第２項第１号及び第２号に掲げる事務に従事する消費生活センター相談

員（以下「相談員」という。）は、法第１０条の３第１項に規定する消費生活相談員資

格試験に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平

成２６年法律第７１号）附則第３条の規定により合格したとみなされた者を含む。）と

する。 

２ 市長は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十

分配慮し、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。 

 （職員に対する研修） 

第５条 市長は、センターにおいて法第８条第２項各号に掲げる事務に従事する職員に対

し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

 （情報の安全管理） 

第６条 市長は、法第８条第２項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、
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滅失及び毀損の防止その他の当該情報の適正な管理のために必要な措置を講じるもの

とする。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 消費者安全法の改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管

理について必要な事項を定めるため、条例を制定するもの 
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議第２１号 

   橿原市手数料徴収条例の一部改正について 

 橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

橿原市手数料徴収条例（平成１２年橿原市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表６８の項を次のように改める。 

６８  長

期 優 良

住 宅 建

築 等 計

画 認 定

申 請 手

数料 

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律（平成２０年

法律第８７号）第

５条第１項から第

３項までの規定に

基づく長期優良住

宅建築等計画の認

定の申請に対する

審査（次項に該当

する場合を除く。） 

住宅

を新

築し

よう

とす

る場

合 

建築物の床面積

（以下この項にお

いて「床面積」と

いう。）が１００平

方メートル以内の

もの 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建ての住宅の場合（次号及び第３号に掲げる

場合を除く。） ５５，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって、住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第６条

第１項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受け

たもののうち、次号に規定する計画でないもの（以

下この項及び６８の３の項において「住宅性能評価

適合住宅」という。）である場合 ２０，０００円 

（３）一戸建ての住宅であって、住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関により、長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第６条第１項各号（第３号及び第６号を除

く。）に掲げる基準に適合すると認められた計画（以

下この項及び６８の３の項において「長期使用構造

等適合計画」という。）である場合 １０，０００円 

（４）共同住宅等の場合（次号及び第６号に掲げる場合

を除く。） 第１号に定める額を申請に係る住戸数で

除して得た金額（住戸数で除して得た金額に５００

円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５０

０円以上１，０００円未満の端数が生じたときはこ

れを１，０００円に切り上げる。ただし、当該住戸

数で除して得た金額が１，０００円未満の場合は、

１，０００円とする。以下この項から６８の４の項

までにおいて同じ。） 

（５）共同住宅等であって、住宅性能評価適合住宅であ

る場合 ２８，０００円を申請に係る住戸数で除し

て得た金額 

（６）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第３号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が１００平

方メートルを超

え、２００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建ての住宅の場合（次号及び第３号に掲げる

場合を除く。） ７１，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって住宅性能評価適合住宅で

ある場合 ２４，０００円 

（３）一戸建ての住宅であって長期使用構造等適合計画

である場合 １２，０００円 

（４）共同住宅等の場合（次号及び第６号に掲げる場合

を除く。） 第１号に定める額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 
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（５）共同住宅等であって、住宅性能評価適合住宅であ

る場合 ３７，０００円を申請に係る住戸数で除し

て得た金額 

（６）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第３号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が２００平

方メートルを超

え、５００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建ての住宅の場合（次号及び第３号に掲げる

場合を除く。） １１９，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって住宅性能評価適合住宅で

ある場合 ３４，０００円 

（３）一戸建ての住宅であって長期使用構造等適合計画

である場合 １７，０００円 

（４）共同住宅等の場合（次号及び第６号に掲げる場合

を除く。） 第１号に定める額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

（５）共同住宅等であって、住宅性能評価適合住宅であ

る場合 ６３，０００円を申請に係る住戸数で除し

て得た金額 

（６）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第３号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が５００平

方メートルを超

え、１，０００平

方メートル以内の

もの 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建ての住宅の場合（次号及び第３号に掲げる

場合を除く。） １８５，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって住宅性能評価適合住宅で

ある場合 ５３，０００円 

（３）一戸建ての住宅であって長期使用構造等適合計画

である場合 ２６，０００円 

（４）共同住宅等の場合（次号及び第６号に掲げる場合

を除く。） 第１号に定める額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

（５）共同住宅等であって、住宅性能評価適合住宅であ

る場合 ９９，０００円を申請に係る住戸数で除し

て得た金額 

（６）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第３号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が１，００

０平方メートルを

超え、３，０００

平方メートル以内

のもの（一戸建て

の住宅にあって

は、１，０００平

方メートルを超え

る全てのもの） 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建ての住宅の場合（次号及び第３号に掲げる

場合を除く。） ３５９，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって住宅性能評価適合住宅で

ある場合 ８９，０００円 

（３）一戸建ての住宅であって長期使用構造等適合計画

である場合 ３６，０００円 

（４）共同住宅等の場合（次号及び第６号に掲げる場合

を除く。） 第１号に定める額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

（５）共同住宅等であって、住宅性能評価適合住宅であ

る場合 １８３，０００円を申請に係る住戸数で除

して得た金額 

（６）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第３号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が３，００１件につき６３６，０００円（住宅性能評価適合住宅で
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０平方メートルを

超え、５，０００

平方メートル以内

のもの（一戸建て

の住宅を除く。） 

ある場合にあっては、３１１，０００円、長期使用構造

等適合計画である場合にあっては、６４，０００円）を

申請に係る住戸数で除して得た金額 

床面積が５，００

０平方メートルを

超え、１０，００

０平方メートル以

内のもの（一戸建

ての住宅を除く。） 

１件につき１，０８８，０００円（住宅性能評価適合住

宅である場合にあっては、４７７，０００円、長期使用

構造等適合計画である場合にあっては、１０７，０００

円）を申請に係る住戸数で除して得た金額 

床面積が１０，０

００平方メートル

を超え、２０，０

００平方メートル

以内のもの（一戸

建ての住宅を除

く。） 

１件につき２，００６，０００円（住宅性能評価適合住

宅である場合にあっては、８６４，０００円、長期使用

構造等適合計画である場合にあっては、１７４，０００

円）を申請に係る住戸数で除して得た金額 

床面積が２０，０

００平方メートル

を超え、３０，０

００平方メートル

以内のもの（一戸

建ての住宅を除

く。） 

１件につき２，８６２，０００円（住宅性能評価適合住

宅である場合にあっては、１，１７７，０００円、長期

使用構造等適合計画である場合にあっては、２１３，０

００円）を申請に係る住戸数で除して得た金額 

床面積が３０，０

００平方メートル

を超えるもの（一

戸建ての住宅を除

く。） 

１件につき３，５０５，０００円（住宅性能評価適合住

宅である場合にあっては、１，４２３，０００円、長期

使用構造等適合計画である場合にあっては、２２７，０

００円）を申請に係る住戸数で除して得た金額 

住宅

を増

築

し、

又は

改築

しよ

うと

する

場合 

床面積が１００平

方メートル以内の

もの 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建ての住宅の場合（次号に係るものを除く。） 

７９，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって、長期使用構造等適合計

画である場合 １３，０００円 

（３）共同住宅等の場合（次号に係るものを除く。） 第

１号に掲げる額を申請に係る住戸数で除して得た金

額 

（４）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第２号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が１００平

方メートルを超え

２００平方メート

ル以内のもの 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建て住宅の場合（次号に係るものを除く。） １

０３，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって、長期使用構造等適合計

画である場合 １６，０００円 

（３）共同住宅等の場合（次号に係るものを除く。） 第

１号に掲げる額を申請に係る住戸数で除して得た金

額 

（４）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第２号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が２００平

方メートルを超え

５００平方メート

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建て住宅の場合（次号に係るものを除く。） １
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ル以内のもの ７４，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって、長期使用構造等適合計

画である場合 ２３，０００円 

（３）共同住宅等の場合（次号に係るものを除く。） 第

１号に掲げる額を申請に係る住戸数で除して得た金

額 

（４）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第２号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が５００平

方メートルを超え

１，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建て住宅の場合（次号に係るものを除く。） ２

７４，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって、長期使用構造等適合計

画である場合 ３７，０００円 

（３）共同住宅等の場合（次号に係るものを除く。） 第

１号に掲げる額を申請に係る住戸数で除して得た金

額 

（４）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第２号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が１，００

０平方メートルを

超え３，０００平

方メートル以内の

もの（一戸建ての

住宅にあっては、

１，０００平方メ

ートルを超える全

てのもの） 

１件につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額 

（１）一戸建て住宅の場合（次号に係るものを除く。） ５

３４，０００円 

（２）一戸建ての住宅であって、長期使用構造等適合計

画である場合 ５２，０００円 

（３）共同住宅等の場合（次号に係るものを除く。） 第

１号に掲げる額を申請に係る住戸数で除して得た金

額 

（４）共同住宅等であって、長期使用構造等適合計画で

ある場合 第２号に掲げる額を申請に係る住戸数で

除して得た金額 

床面積が３，００

０平方メートルを

超え５，０００平

方メートル以内の

もの（一戸建ての

住宅を除く。） 

１件につき９５０，０００円（長期使用構造等適合計画

である場合にあっては、９４，０００円）を申請に係る

住戸数で除して得た金額 

床面積が５，００

０平方メートルを

超え１０，０００

平方メートル以内

のもの（一戸建て

の住宅を除く。） 

１件につき１，６２７，０００円（長期使用構造等適合

計画である場合にあっては、１５９，０００円）を申請

に係る住戸数で除して得た金額 

床面積が１０，０

００平方メートル

を超え２０，００

０平方メートル以

内のもの（一戸建

ての住宅を除く。） 

１件につき３，００４，０００円（長期使用構造等適合

計画である場合にあっては、２５９，０００円）を申請

に係る住戸数で除して得た金額 

床面積が２０，０

００平方メートル

を超え３０，００

０平方メートル以

内のもの（一戸建

ての住宅を除く。） 

１件につき４，２８９，０００円（長期使用構造等適合

計画である場合にあっては、３１８，０００円）を申請

に係る住戸数で除して得た金額 
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床面積が３０，０

００平方メートル

を超えるもの（一

戸建ての住宅を除

く。） 

１件につき５，２５３，０００円（長期使用構造等適合

計画である場合にあっては、３３９，０００円）を申請

に係る住戸数で除して得た金額 

別表６８の３の項を次のように改める。 

６８の３ 

 長期

優 良住

宅 建築

等 計画

変 更認

定 申請

手数料 

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律第８条第１項

の規定に基づく長

期優良住宅建築等

計画の変更の認定

の申請に対する審

査（次項に該当す

る場合を除く。） 

住宅

を新

築し

よう

とす

る場

合 

計画の変更に係る

部分の床面積の２

分の１（床面積の

増加する部分にあ

っては、当該増加

する部分の床面積

（以下この項にお

いて「床面積」と

いう。））が１００

平方メートル以内

のもの 

１件につき８，０００円と次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の場合

にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除して得

た金額） 

（１）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第

１項第１号に掲げる基準に係る変更（以下「第１号

変更」という。）の場合（次号に掲げる場合及び長期

使用構造等適合計画である場合を除く。） ３９，０

００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

１１，０００円（一戸建ての住宅の場合にあっては、

３，０００円） 

（３）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第

１項第２号、第４号又は第５号に掲げる基準に係る

変更（以下「第２号等変更」という。）の場合（長期

使用構造等適合計画である場合を除く。） ６，００

０円 

（４）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第

１項第３号に掲げる基準に係る変更（以下「第３号

変更」という。）の場合 ２，０００円 

床面積が１００平

方メートルを超

え、２００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき１０，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げるもの及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ５２，００

０円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

１７，０００円（一戸建ての住宅の場合にあっては、

４，０００円） 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ７，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が２００平

方メートルを超

え、５００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき１４，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ９２，００

０円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

３６，０００円（一戸建ての住宅の場合にあっては、

７，０００円） 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １０，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が５００平

方メートルを超

え、１，０００平

方メートル以内の

もの 

１件につき２４，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使
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用構造等適合計画である場合を除く。） １４３，０

００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

５７，０００円（一戸建ての住宅の場合にあっては、

１１，０００円） 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １６，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が１，００

０平方メートルを

超え、３，０００

平方メートル以内

のもの（一戸建て

の住宅の場合にあ

っては、１，００

０平方メートルを

超える全てのも

の） 

１件につき３４，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ２９１，０

００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

１１６，０００円（一戸建ての住宅の場合にあって

は、２１，０００円） 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ３１，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が３，００

０平方メートルを

超え、５，０００

平方メートル以内

のもの（一戸建て

の住宅を除く。） 

１件につき６２，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ５３０，０

００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

２０５，０００円 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ４２，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が５，００

０平方メートルを

超え、１０，００

０平方メートル以

内のもの（一戸建

ての住宅を除く。） 

１件につき１０５，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等

の場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除

して得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ９２８，０

００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

３１７，０００円 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ５２，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が１０，０

００平方メートル

を超え、２０，０

００平方メートル

以内のもの（一戸

建ての住宅を除

く。） 

１件につき１７２，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る

住戸数で除して得た金額 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） １，７３７，

０００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

５９６，０００円 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ９４，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が、２０，

０００平方メート

１件につき２１１，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る
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ルを超え、３０，

０００平方メート

ル以内のもの（一

戸建ての住宅を除

く。） 

住戸数で除して得た金額 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ２，５２４，

０００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

８３８，０００円 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １２５，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

床面積が３０，０

００平方メートル

を超えるもの（一

戸建ての住宅を除

く。） 

１件につき２２５，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る

住戸数で除して得た金額 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ３，１２１，

０００円 

（２）住宅性能評価適合住宅に係る第１号変更の場合 

１，０３９，０００円 

（３）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １５７，０００円 

（４）第３号変更の場合 ２，０００円 

住宅

を増

築

し、

又は

改築

しよ

うと

する

場合 

床面積が１００平

方メートル以内の

もの 

１件につき１１，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ５６，００

０円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ９，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が１００平

方メートルを超え

２００平方メート

ル以内のもの 

１件につき１４，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ７６，００

０円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １１，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が２００平

方メートルを超え

５００平方メート

ル以内のもの 

１件につき２１，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） １３６，０

００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １６，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が５００平

方メートルを超え

１，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき３５，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ２１３，０

００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で
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ある場合を除く。） ２４，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が１，００

０平方メートルを

超え３，０００平

方メートル以内の

もの（一戸建ての

住宅の場合にあっ

ては、１，０００

平方メートルを超

える全てのもの） 

１件につき５０，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、合算した額を申請に係る住戸数で除し

て得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ４３５，０

００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ４７，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が３，００

０平方メートルを

超え５，０００平

方メートル以内の

もの（一戸建ての

住宅を除く。） 

１件につき９２，０００円と次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る住

戸数で除して得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ７９３，０

００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ６３，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が５，００

０平方メートルを

超え１０，０００

平方メートル以内

のもの（一戸建て

の住宅を除く。） 

１件につき１５７，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る

住戸数で除して得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） １，３９０，

０００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ７８，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が１０，０

００平方メートル

を超え２０，００

０平方メートル以

内のもの（一戸建

ての住宅を除く。） 

１件につき２５７，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る

住戸数で除して得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ２，６０４，

０００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １４１，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が２０，０

００平方メートル

を超え３０，００

０平方メートル以

内のもの（一戸建

ての住宅を除く。） 

１件につき３１６，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る

住戸数で除して得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ３，７８３，

０００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） １８８，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 

床面積が３０，０

００平方メートル

を超えるもの（一

戸建ての住宅を除

く。） 

１件につき３３６，０００円と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額とを合算した額を申請に係る

住戸数で除して得た金額） 

（１）第１号変更の場合（次号に掲げる場合及び長期使

用構造等適合計画である場合を除く。） ４，６７９，

０００円 

（２）第２号等変更の場合（長期使用構造等適合計画で

ある場合を除く。） ２３５，０００円 

（３）第３号等変更の場合 ２，０００円 
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 別表第７１の項を次のように改める。 

７１  低

炭 素 建

築 物 新

築 等 計

画 認 定

申 請 手

数料 

都市の低炭素化の

促進に関する法律

（平成２４年法律

第８４号）第５３

条第１項の規定に

基づく低炭素建築

物新築等計画の認

定の申請に対する

審査（７２の項に

係るものを除く。

以下この項におい

て同じ。）のうち、

一戸建ての住宅に

係る審査（以下こ

の項において「戸

建住宅審査」とい

う。） 

床面積が２００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき４０，２００円（建築基準法第６条の２第１

項又は第７条の２第１項の規定による指定を受けた指定

確認検査機関、エネルギーの使用の合理化等に関する法

律（昭和５４年法律第４９号）第７６条第１項に規定す

る登録建築物調査機関又は住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関

により、都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第

１項各号に掲げる基準に適合すると認められた計画（以

下この項及び７３の項において「低炭素建築物適合計画」

という。）である場合にあっては、６，７００円） 

床面積が２００平方メ

ートル以上のもの 

１件につき４４，３００円（低炭素建築物適合計画であ

る場合にあっては、６，７００円） 

都市の低炭素化の

促進に関する法律

第５３条第１項の

規定に基づく低炭

素建築物新築等計

画の認定の申請に

対する審査のう

ち、共同住宅に係

る審査（以下この

項において「共同

住宅審査」とい

う。） 

床面積が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき７５，８００円（低炭素建築物適合計画であ

る場合にあっては、１１，５００円） 

床面積が３００平方メ

ートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１件につき１２３，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２２，４００円） 

床面積が２，０００平方

メートル以上５，０００

平方メートル未満のも

の 

１件につき２０６，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、４７，７００円） 

床面積が５，０００平方

メートル以上１０，００

０平方メートル未満の

もの 

１件につき２９２，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、８４，０００円） 

床面積が１０，０００平

方メートル以上２５，０

００平方メートル未満

のもの 

 

 

１件につき５７１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１３４，０００円） 

床面積が２５，０００平

方メートル以上５０，０

００平方メートル未満

のもの 

１件につき１，００６，０００円（低炭素建築物適合計

画である場合にあっては、２０２，０００円） 

床面積が５０，０００平

方メートル以上のもの 

１件につき１，８４４，０００円（低炭素建築物適合計

画である場合にあっては、３０５，０００円） 

都市の低炭素化の

促進に関する法律

第５３条第１項の

規定に基づく低炭

素建築物新築等計

画の認定の申請に

対する審査のう

ち、住宅（共同住

宅を含む。）以外の

建築物（以下この

項及び７３の項に

おいて「その他建

床面積が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき２３８，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１１，５００円） 

床面積が３００平方メ

ートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１件につき３８１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２９，３００円） 

床面積が２，０００平方

メートル以上５，０００

平方メートル未満のも

の 

１件につき５４２，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、８４，０００円） 

床面積が５，０００平方

メートル以上１０，００

０平方メートル未満の

１件につき６６６，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１３２，０００円） 
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築物」という。）で

あって同法第５４

条第１項第１号に

規定する経済産業

大臣、国土交通大

臣及び環境大臣が

定める基準（以下

この項及び７３の

項において「誘導

基準」という。）の

うち、特別な調査

又は研究の結果に

基づく方法以外の

方法を用いたもの

に係る審査（以下

この項において

「その他標準審

査」という。） 

もの 

床面積が１０，０００平

方メートル以上２５，０

００平方メートル未満

のもの 

１件につき７８７，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１６６，０００円） 

床面積が２５，０００平

方メートル以上５０，０

００平方メートル未満

のもの 

１件につき８９７，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２０７，０００円） 

床面積が５０，０００平

方メートル以上のもの 

１件につき１，１１７，０００円（低炭素建築物適合計

画である場合にあっては、２８９，０００円） 

都市の低炭素化の

促進に関する法律

第５３条第１項の

規定に基づく低炭

素建築物新築等計

画の認定の申請に

対する審査のう

ち、その他建築物

であって誘導基準

のうち、特別な調

査又は研究の結果

に基づく方法を用

いたものに係る審

査（以下この項に

おいて「その他モ

デル審査」とい

う。） 

床面積が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき９４，２００円（低炭素建築物適合計画であ

る場合にあっては、１１，５００円） 

床面積が３００平方メ

ートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１件につき１５４，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２９，３００円） 

床面積が２，０００平方

メートル以上５，０００

平方メートル未満のも

の 

１件につき２４７，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、８４，０００円） 

床面積が５，０００平方

メートル以上１０，００

０平方メートル未満の

もの 

１件につき３２１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１３２，０００円） 

床面積が１０，０００平

方メートル以上２５，０

００平方メートル未満

のもの 

 

１件につき３８４，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１６６，０００円） 

床面積が２５，０００平

方メートル以上５０，０

００平方メートル未満

のもの 

１件につき４５０，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２０７，０００円） 

床面積が５０，０００平

方メートル以上のもの 

１件につき５８１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２８９，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査のうち、

一戸建ての住宅及びその他建築物に係る審

査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）戸建住宅審査に係る手数料の額 

（２）その他標準審査又はその他モデル審査に係る手数

料の額 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査のうち、

共同住宅及びその他建築物に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）共同住宅審査に係る手数料の額 

（２）その他標準審査又はその他モデル審査に係る手数

料の額 

 

別表中「床面積は、」を「７１の項から７４の項までに係る床面積は、」に改め、７４の

項を８２の項とし、７３の項を８１の項とし、７２の項を８０の項とし、７１の２の項を
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７２の項とし、同項の次に次のように加える。 

７３  低

炭 素 建

築 物 新

築 等 計

画 変 更

認 定 申

請 手 数

料 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第５

５条第２項において

準用する同法第５３

条第１項の規定に基

づく低炭素建築物新

築等計画の変更の認

定の申請に対する審

査（７４の項に係る

ものを除く。以下こ

の項において同じ。）

のうち、一戸建ての

住宅に係る審査（以

下この項において

「戸建住宅審査」と

いう。） 

床面積が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき４０，２００円（低炭素建築物適合計画であ

る場合にあっては、６，７００円） 

床面積が２００平方

メートル以上のもの 

１件につき ４４，３００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、６，７００円） 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第５

５条第２項において

準用する同法第５３

条第１項の規定に基

づく低炭素建築物新

築等計画の変更の認

定の申請に対する審

査のうち、共同住宅

に係る審査（以下こ

の項において「共同

住宅審査」という。） 

 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき７５，８００円（低炭素建築物適合計画であ

る場合にあっては、１１，５００円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき１２３，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２２，４００円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき２０６，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、４７，７００円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき２９２，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、８４，０００円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき５７１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１３４，０００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，００６，０００円（低炭素建築物適合計

画である場合にあっては、２０２，０００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき１，８４４，０００円（低炭素建築物適合計

画である場合にあっては、３０５，０００円） 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第５

５条第２項において

準用する同法第５３

条第１項の規定に基

づく低炭素建築物新

築等計画の変更の認

定の申請に対する審

査のうち、その他建

築物であって誘導基

準のうち、特別な調

査又は研究の結果に

基づく方法以外の方

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき２３８，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１１，５００円） 

床面積３００平方メ

ートル以上２，０００

平方メートル未満の

もの 

１件につき３８１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２９，３００円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

 

１件につき５４２，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、８４，０００円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

１件につき６６６，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１３２，０００円） 
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法を用いたものに係

る審査（以下この項

において「その他標

準審査」という。） 

 

０００平方メートル

未満のもの 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８７，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１６６，０００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき８９７，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２０７，０００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき１，１１７，０００円（低炭素建築物適合計

画である場合にあっては、２８９，０００円） 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第５

５条第２項において

準用する同法第５３

条第１項の規定に基

づく低炭素建築物新

築等計画の変更の認

定の申請に対する審

査のうち、その他建

築物であって誘導基

準のうち、特別な調

査又は研究の結果に

基づく方法を用いた

ものに係る審査（以

下この項において

「その他モデル審

査」という。） 

 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき９４，２０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１１，５００円） 

床面積３００平方メ

ートル以上２，０００

平方メートル未満の

もの 

１件につき１５４，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２９，３００円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき２４７，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、８４，０００円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき３２１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１３２，０００円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８４，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、１６６，０００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき４５０，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２０７，０００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき５８１，０００円（低炭素建築物適合計画で

ある場合にあっては、２８９，０００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第２項において準用する同法第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査のう

ち、一戸建ての住宅及びその他建築物に係

る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）戸建住宅審査に係る手数料の額 

（２）その他標準審査又はその他モデル審査に係る手数

料の額 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第２項において準用する同法第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査のう

ち、共同住宅及びその他建築物に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）共同住宅審査に係る手数料の額 

（２）その他標準審査又はその他モデル審査に係る手数

料の額 

７４  建

築 基 準

関 係 規

定 適 合

審 査 の

申 出 を

都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第２項において準用する同法第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請であって、同法第５

５条第２項において準用する同法第５４条

第２項の規定に基づく当該低炭素建築物新

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）前項に定める手数料の額 

（２）５７の項に定める手数料の額 
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併 せ て

行 う 低

炭 素 建

築 物 新

築 等 計

画 変 更

認 定 申

請 手 数

料 

築等計画に係る建築基準法第６条第１項に

規定する建築基準関係規定に適合するかど

うかの審査の申出を併せて行うものに対す

る審査 

 別表８０の項の前に次のように加える。 

７５ 建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画認定

申請手数

料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律（平

成２７年法律第５

３号）第２９条第

１項の規定に基づ

く建築物エネルギ

ー消費性能向上計

画の認定の申請に

対する審査（７６

の項に係るものを

除く。以下この項

において同じ。）の

うち、一戸建ての

住宅に係る審査

（以下この項にお

いて「戸建住宅審

査」という。） 

床面積が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき３６，８００円（エネルギーの使用の合理化

等に関する法律第７６条第１項に規定する登録建築物調

査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する登録住宅性能評価機関により、建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３０条第１

項各号に掲げる基準に適合すると認められた計画（以下

この項及び７７の項において「建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画」という。）である場合にあっては、

６，７００円） 

床面積が２００平方

メートル以上のもの 

１件につき４０，９００円（建築物エネルギー消費性能

向上基準適合計画である場合にあっては、６，７００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第２

９条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

向上計画の認定の

申請に対する審査

のうち、同法第１

１条第１項に規定

する住宅部分（一

戸建ての住宅を除

く。以下この項、

７７の項及び７９

の項において「共

同住宅」という。）

に係る審査（以下

この項において

「共同住宅審査」

という。） 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき７２，３００円（建築物エネルギー消費性能

向上基準適合計画である場合にあっては、１１，５００

円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき１２０，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２２，４０

０円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき２０２，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、４７，７０

０円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき２８９，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、８４，００

０円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき５６７，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１３４，０

００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，００２，０００円（建築物エネルギー消

費性能向上基準適合計画である場合にあっては、２０２，

０００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき１，８４０，０００円（建築物エネルギー消

費性能向上基準適合計画である場合にあっては、３０５，

０００円） 

建築物のエネルギ床面積が３００平方１件につき２３４，０００円（建築物エネルギー消費性
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ー消費性能の向上

に関する法律第２

９条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

向上計画の認定の

申請に対する審査

のうち、同法第１

１条第１項に規定

する非住宅部分

（以下この項、７

７の項及び７９の

項において「非住

宅部分」という。）

であって建築物省

エネルギー消費性

能基準等を定める

省令（平成２８年

経済産業省令・国

土交通省令第１

号。以下この項、

７７の項及び７９

の項において「基

準省令」という。）

第８条第１号イ

（１）及びロ（１）

の基準を用いたも

のに係る審査（以

下この項において

「非住宅標準審

査」という。） 

メートル未満のもの 能向上基準適合計画である場合にあっては、１１，５０

０円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき３７８，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２９，３０

０円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

 

１件につき５３９，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上適合計画である場合にあっては、８４，０００円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき６６３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１３２，０

００円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１６６，０

００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき８９３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２０７，０

００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき１，１１４，０００円（建築物エネルギー消

費性能向上基準適合計画である場合にあっては、２８９，

０００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第２

９条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

向上計画の認定の

申請に対する審査

のうち、非住宅部

分であって基準省

令第８条第１号イ

（２）及びロ（２）

の基準を用いたも

のに係る審査（以

下この項において

「非住宅モデル審

査」という。） 

 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

 

１件につき９０，８００円（建築物エネルギー消費性能

向上基準適合計画である場合にあっては、１１，５００

円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき１５１，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２９，３０

０円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき２４３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、８４，００

０円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき３１７，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１３２，０

００円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８１，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１６６，０

００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき４４６，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２０７，０

００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき５７８，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２８９，０

００円） 
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第２９条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請に対する審査のうち、一戸建て

の住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）戸建住宅審査に係る手数料の額 

（２）非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に係る手数

料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第２９条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請に対する審査のうち、共同住宅

及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）共同住宅審査に係る手数料の額 

（２）非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に係る手数

料の額 

７６ 建築

基準関係

規定適合

審査の申

出を併せ

て行う建

築物エネ

ルギー消

費性能向

上計画認

定申請手

数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第２９条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請であって、同法第３０条第２項

の規定に基づく当該建築物エネルギー消

費性能向上計画に係る建築基準法第６条

第１項に規定する建築基準関係規定に適

合するかどうかの審査の申出を併せて行

うものに対する審査 

 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）前項に定める手数料の額 

（２）５７の項に定める手数料の額 

７７ 建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画変更

認定申請

手数料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

１条第２項の規定

において準用する

同法第２９条第１

項の規定に基づく

建築物エネルギー

消費性能向上計画

の変更の認定の申

請に対する審査

（７８の項に係る

ものを除く。以下

この項において同

じ。）のうち、一戸

建ての住宅に係る

審査（以下この項

において「戸建住

宅審査」という。） 

床面積が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき３６，８００円（建築物エネルギー消費性能

向上基準適合計画である場合にあっては、６，７００円） 

床面積が２００平方

メートル以上のもの 

１件につき４０，９００円（建築物エネルギー消費性能

向上基準適合計画である場合にあっては、６，７００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

１条第２項におい

て準用する同法第

２９条第１項の規

定に基づく建築物

エネルギー消費性

能向上計画の変更

の認定の申請に対

する審査のうち、

共同住宅に係る審

査（以下この項に

おいて「共同住宅

審査」という。） 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき７２，３００円（建築物エネルギー消費性能

向上基準適合計画である場合にあっては、１１，５００

円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき１２０，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２２，４０

０円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき２０２，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、４７，７０

０円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき２８９，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、８４，００

０円） 

床面積が１０，０００１件につき５６７，０００円（建築物エネルギー消費性
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平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

能向上基準適合計画である場合にあっては、１３４，０

００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，００２，０００円（建築物エネルギー消

費性能向上基準適合計画である場合にあっては、２０２，

０００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

 

１件につき１，８４０，０００円（建築物エネルギー消

費性能向上基準適合計画である場合にあっては、３０５，

０００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

１条第２項の規定

において準用する

同法第２９条第１

項の規定に基づく

建築物エネルギー

消費性能向上計画

の変更の認定の申

請に対する審査の

うち、非住宅部分

であって基準省令

第８条第１号イ

（１）及びロ（１）

の基準を用いたも

のに係る審査（以

下この項において

「非住宅標準審

査」という。） 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき２３４，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１１，５０

０円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき３７８，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２９，３０

０円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき５３９，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、８４，００

０円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき６６３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１３２，０

００円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１６６，０

００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき８９３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２０７，０

００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき１，１１４，０００円（建築物エネルギー消

費性能向上基準適合計画である場合にあっては、２８９，

０００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

１条第２項におい

て準用する同法第

２９条第１項の規

定に基づく建築物

エネルギー消費性

能向上計画の変更

の認定の申請に対

する審査のうち、

非住宅部分であっ

て基準省令第８条

第１号イ（２）及

びロ（２）の基準

を用いたものに係

る審査（以下この

項において「非住

宅モデル審査」と

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき９０，８００円（建築物エネルギー消費性能

向上基準適合計画である場合にあっては、１１，５００

円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき１５１，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２９，３０

０円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき２４３，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、８４，００

０円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

 

１件につき３１７，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１３２，０

００円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

１件につき３８１，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、１６６，０
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いう。） ５，０００平方メート

ル未満のもの 

００円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき４４６，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２０７，０

００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき５７８，０００円（建築物エネルギー消費性

能向上基準適合計画である場合にあっては、２８９，０

００円） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３１条第２項おいて準用する

同法第２９条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の変更の

認定の申請に対する審査のうち、一戸建

ての住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）戸建住宅審査に係る手数料の額 

（２）非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に係る手数

料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３１条第２項おいて準用する

同法第２９条第１項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能向上計画の変更の

認定の申請に対する審査のうち、共同住

宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）共同住宅審査に係る手数料の額 

（２）非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に係る手数

料の額 

７８ 建築

基準関係

規定適合

審査の申

出を併せ

て行う建

築物エネ

ルギー消

費性能向

上計画変

更認定申

請手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３１条第２項において準用す

る同法第２９条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の変更

の認定の申請であって、同法第３０条第

２項の規定に基づく当該建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に係る建築基準法第

６条第１項に規定する建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査の申出を併せ

て行うものに対する審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）前項に定める手数料の額 

（２）５７の項に定める手数料の額 

７９ 建築

物エネル

ギー消費

性能基準

適合認定

申請手数

料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

６条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

基準適合の認定の

申請に対する審査

のうち、一戸建て

の住宅であって基

準省令第１条第１

項第２号イ（１）

及びロ（１）の基

準を用いたものに

係る審査（以下こ

の項において「戸

建住宅性能審査」

という。） 

床面積が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき３６，８００円（エネルギーの使用の合理化

等に関する法律第７６条第１項に規定する登録建築物調

査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する登録住宅性能評価機関により、建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２条第１項

第３号に掲げる基準に適合すると認められた建築物（以

下この項において「建築物エネルギー消費性能基準適合

建築物」という。）である場合にあっては６，７００円） 

 

床面積が２００平方

メートル以上のもの 

１件につき４０，９００円（建築物エネルギー消費性能

基準適合建築物である場合にあっては、６，７００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

６条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき７２，３００円（建築物エネルギー消費性能

基準適合建築物である場合にあっては、１１，５００円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき１２０，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、２２，４００

円） 
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基準適合の認定の

申請に対する審査

のうち、共同住宅

であって基準省令

第１条第１項第２

号イ（１）及びロ

（１）の基準を用

いたものに係る審

査（以下この項に

おいて「共同住宅

性能審査」とい

う。） 

 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき２０２，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、４７，７００

円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき２８９，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、８４，０００

円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき５６７，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、１３４，００

０円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき１，００２，０００円（建築物エネルギー消

費性能基準適合建築物である場合にあっては、２０２，

０００円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき１，８４０，０００円（建築物エネルギー消

費性能基準適合建築物である場合にあっては、３０５，

０００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

６条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

基準適合の認定の

申請に対する審査

のうち、一戸建て

の住宅であって基

準省令第１条第１

項第２号イ（２）

及びロ（２）の基

準を用いたものに

係る審査（以下こ

の項において「戸

建住宅仕様審査」

という。） 

床面積が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき１９，７００円（建築物エネルギー消費性能

基準適合建築物である場合にあっては、６，７００円） 

床面積が２００平方

メートル以上のもの 

１件につき２１，１００円（建築物エネルギー消費性能

基準適合建築物である場合にあっては、６，７００円） 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

６条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

基準適合の認定の

申請に対する審査

のうち、共同住宅

であって基準省令

第１条第１項第２

号イ（２）及びロ

（２）の基準を用

いたものに係る審

査（以下この項に

おいて「共同住宅

仕様審査」とい

う。） 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき３５，４００円（建築物エネルギー消費性能

基準適合建築物である場合にあっては、１１，５００円） 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき６０，０００円（建築物エネルギー消費性能

基準適合建築物である場合にあっては、２２，４００円） 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき１０７，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、４７，７００

円） 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき１６１，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、８４，０００

円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき２９５，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、１３４，００

０円 



 

19 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき４９７，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、２０２，００

０円 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき８７０，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、３０５，００

０円 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

６条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

基準適合の認定の

申請に対する審査

のうち、非住宅部

分であって基準省

令第１条第１項第

１号イの基準を用

いたものに係る審

査（以下この項に

おいて「非住宅標

準審査」という。） 

 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき２３４，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、１１，５００

円 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき３７８，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、２９，３００

円 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

１件につき５３９，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、８４，０００

円 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき６６３，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、１３２，００

０円） 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき７８３，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、１６６，００

０円） 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき８９３，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、２０７，００

０円） 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき１，１１４，０００円（建築物エネルギー消

費性能基準適合建築物である場合にあっては、２８９，

０００円 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第３

６条第１項の規定

に基づく建築物エ

ネルギー消費性能

基準適合の認定の

申請に対する審査

のうち、非住宅部

分であって基準省

令第１条第１項第

１号ロの基準を用

いたものに係る審

査（以下この項に

おいて「非住宅モ

デル審査」とい

う。） 

床面積が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき９０，８００円（建築物エネルギー消費性能

基準適合建築物である場合にあっては、１１，５００円 

床面積が３００平方

メートル以上２，００

０平方メートル未満

のもの 

１件につき１５１，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、２９，３００

円 

 

床面積が２，０００平

方メートル以上５，０

００平方メートル未

満のもの 

 

１件につき２４３，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、８４，０００

円 

床面積が５，０００平

方メートル以上１０，

０００平方メートル

未満のもの 

１件につき３１７，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、１３２，００

０円 

床面積が１０，０００

平方メートル以上２

５，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき３８１，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、１６６，００

０円 

床面積が２５，０００

平方メートル以上５

０，０００平方メート

１件につき４４６，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、２０７，００

０円 
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ル未満のもの 

床面積が５０，０００

平方メートル以上の

もの 

１件につき５７８，０００円（建築物エネルギー消費性

能基準適合建築物である場合にあっては、２８９，００

０円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能基準適合の認

定の申請に対する審査のうち、一戸建て

の住宅及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）戸建住宅性能審査又は戸建住宅仕様審査に係る手

数料の額 

（２）非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に係る手数

料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能基準適合の認

定の申請に対する審査のうち、共同住宅

及び非住宅部分に係る審査 

１件につき次に掲げる額を合算した額 

（１）共同住宅性能審査又は共同住宅仕様審査に係る手

数料の額 

（２）非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に係る手数

料の額 

 備考 ７５の項から７９の項までに係る床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める面積について算定する。 

（１）建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。）、修繕若しくは模様替

えをする場合（次号に掲げる場合を除く。）又は建築物のエネルギーの消費性能向上のための

空気調和設備等の設置若しくは改修する場合（次号に掲げる場合を除く。） 

当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建

築物の部分の床面積 

（２）認定を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（移転する場合を除く。）、修繕

若しくは模様替をする場合又は建築物のエネルギーの消費性能向上のための空気調和設備等

の設置若しくは改修をする場合 

当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建

築物の部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面

積） 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 既存住宅に係る長期優良住宅の認定の開始、低炭素建築物新築等計画に係る認定方

法の追加及び変更並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部施行

に伴うエネルギー消費性能表示及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の開始

に伴い、これらの申請に係る審査手数料に係る規定を整備するもの 
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議第２２号 

   農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 

備に関する条例の制定について 

 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

橿原市長 森下 豊 

   農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 

備に関する条例 

（橿原市職員定数条例の一部改正） 

第１条 橿原市職員定数条例（昭和３１年橿原市条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

  第１条中「第２０条第２項」を「第２６条第２項」に改める。 

 （橿原市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正） 

第２条 橿原市農業委員会の選挙による委員の定数条例（昭和３４年橿原市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

橿原市農業委員会の委員等の定数に関する条例 

  本則中「農業委員会等に関する法律」を「この条例は、農業委員会等に関する法律」   

 に、「第７条第１項」を「第８条第２項及び第１８条第２項」に、「の選挙による委員」  

 を「の委員（以下「農業委員」という。）等」に、「は、２０人とする」を「を定めるも

のとする」に改め、本則を第１条とし、同条に見出しとして「（趣旨）」を付し、同条の

次に次の２条を加える。 

（農業委員の定数） 

第２条 農業委員の定数は、１４人とする。 

（農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 農地利用最適化推進委員の定数は、１１人とする。 

（橿原市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例の一部改正） 

第３条 橿原市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例（昭和３６年橿

原市条例第９号）の一部を次のように改正する。 
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  第１条中「第２９条第４項」を「第３５条第４項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、

この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日（選挙による委員の

全員が全てなくなったときは、そのなくなった日）の翌日から施行する。 

 （橿原市農業委員会の委員の選挙区に関する条例の廃止） 

第２条 橿原市農業委員会の委員の選挙区に関する条例（昭和３４年橿原市条例第２３号）

は、廃止する。 

 

 

理由 農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、本市の農業委員会の委員等の定数を

定めるほか、関係条例について所要の整備を行うもの 

 

 



 

 

議第２３号 

   橿原市改良住宅条例の一部改正について 

 橿原市改良住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２８年３月３日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市改良住宅条例の一部を改正する条例 

 橿原市改良住宅条例（平成９年橿原市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「第５条第３号及び第４号、第７条第１項並びに」を削る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

理由 公営住宅が建替えによって除却された場合等において、公営住宅から改良住宅への

住替えを可能とするため、所要の改正をするもの 


